


 

  

(注) １　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
額（下段（　）書きは、発行価額の総額の合
計額）にもとづき算出した。

２　今回の募集とは別に、株式会社三菱ＵＦＪ
フィナンシャル・グループ第９回期限前償還





















 

「所要損失吸収額」とは、各本社債の元金および各損失吸収証券（下記に定義する。）の元金（当該損

失吸収事由が発生した時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において免除等（下記に

定義する。）がなされている支払義務に係る金額（当該免除等につき元金回復（下記に定義する。）が

なされた支払義務に係る金額を除く。）または普通株転換（下記に定義する。）がなされた各損失吸収
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】
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(4) 本社債の劣後性に関するリスク

本社債には劣後特約が付されており、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本社債にもとづ

く元利金の支払は、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配す

る前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その全額につき弁済その他の方法で満足を受

けたことを条件として、清算時支払可能額を限度として行われます。したがって、当社につき清算事由が発生し、か

つ継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性がありま

す。

本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定める

決議を行う権利を有さず、本社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。

 
(5) 規制および規制の変更に関するリスク

「バーゼルⅢ：より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」にもとづく自己資本比率規制











 

④　本邦の金融機関(銀行、ノンバンク、証券会社及び保険会社等を含みます。)の中には、資産内容の劣化及びそ

の他の財務上の問題が引き続き存在している可能性があり、今後一層悪化する可能性やこれらの問題が新たに発

生する可能性もあります。こうした本邦金融機関の財政的困難が継続、悪化又は発生すると、それらの金融機関

の流動性及び支払能力に問題が生じるおそれもあり、以下の理由により当社グループに悪影響を及ぼす可能性が

あります。

・問題の生じた金融機関が貸出先に対して財政支援を打ち切る又は減少させるかもしれません。その結果、当該貸

出先の破綻や、当該貸出先に対して貸出をしている当社グループの不良債権の増加を招くかもしれません。

・経営破綻に陥った金融機関に対する支援に当社グループが参加を要請されるおそれがあります。
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６．為替リスク

当社グループの業務は為替レートの変動の影響を受けます。為替レートの変動により、三菱東京ＵＦＪ銀行の重要

な子会社であるMUFG Americas Holdings Corporation(その銀行子会社であるMUFG Union Bank, N.A.を含め、以下、
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(3) 繰延税金資産
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